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国の動向について



国の動向について
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検討の方向性 ※厚生労働省第31回社会保障審議会福祉部会 令和7年11月17日資料抜粋

社会保障審議会福祉部会における議論の状況



国の動向について
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国の動向について
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国の動向について
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国の動向について

9出典：厚生労働省第31回社会保障審議会福祉部会 令和7年11月17日資料



国の動向について
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社会保障審議会介護保険部会における議論の状況

※厚生労働省社会保障審議会介護保険部会（第130回） 令和7年12月11日資料抜粋



国の動向について
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※厚生労働省社会保障審議会介護保険部会（第130回） 令和7年12月1日資料抜粋



国の動向について
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※厚生労働省社会保障審議会介護保険部会（第130回） 令和7年12月1日資料抜粋



補助制度について

13出典：厚生労働省令和８年度予算概算要求について（成年後見制度利用促進・権利擁護支援関係）



まとめ
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◎身寄りのない高齢者等の支援については、支援の担い手が不足していることが大きな課題で
ある。今後、担い手を増やすため、「新たな事業」として第二種社会福祉事業に位置づけられる
見込み。

〇現在、国で検討している新たな事業の導入により、期待できること
・担い手の確保
・対象者の拡大
・資力が十分でない方の支援（一定割合以上が無料又は低額の料金で利用できる事業）
〇市が併せて取り組むべきこと
・地域ケア会議の活用
・社会福祉協議会との連携
・専門職の団体との連携強化

◎国の動向を引き続き注視しながら、先行して取り組むことが可能なことについて検討していく。
また、地域包括支援センターの担う役割が更に求められるなか、包括業務の負担軽減は必須で
ある。

〇担い手（つなぎ先）を増やすこと
〇ICT化
〇その他、地域包括支援センターとの情報共有により改善可能な
課題の解決など

包括業務の
負担軽減



大分類 小分類 具体的な内容 現状 新たな
事業

日常生活支援サービス 福祉サービスの利用に関する援助 福祉サービスについての案内、手続きなど 〇 ★

金銭管理支援（生活費管理、詐欺防止） 通帳や現金の管理、支払い代行、詐欺被害防止のための見守り支援 〇 ★

書類等預かりサービス 預金通帳、土地家屋権利証、実印などの預かり 〇 ★

見守りサービス（定期連絡、緊急通報） 定期的な電話や訪問による安否確認、緊急時の通報装置の設置など ◎、（△） ★

通院・通所支援 自宅から医療機関又は施設までの付き添い

身元保証 入院・入居時の保証人代行 病院や介護施設への入院・入居時に必要な保証人を代行するサービス

医療同意の代行 本人の意思に基づき、医療行為への同意を代行する支援

施設・病院との契約支援 入居契約や医療契約などの手続きを支援し、円滑な入所をサポート ★

緊急時連絡先の提供 緊急時に対応する連絡先として登録され、本人の安全を確保する ★

死後事務 葬儀・火葬の手配 本人の希望に基づき、葬儀や火葬の手続きを代行するサービス （△） ★

納骨・墓地管理 遺骨の納骨や墓地の管理を行い、死後の供養を支援 （△） ★

遺品整理・財産処分 故人の遺品を整理・処分し、住居の片付けを行う支援 （△） ★

役所手続き（死亡届、年金停止など） 死亡届の提出や年金の停止など、行政手続きを代行 （△） ★

遺言執行・相続手続き支援 遺言の内容に基づき、相続手続きや財産分配を支援

居住制度 住まいの確保と生活支援を一体的に提供 入居時の相談・支援、日常生活支援サービス、死後事務を一体的に提供 △
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まとめ

◎市 〇社会福祉協議会 △あんしん居住制度
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